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市
で
は
、
３
歳
未
満
の
在
宅
乳

幼
児
を
養
育
す
る
保
護
者
の
方
が
、

リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
や
冠
婚
葬
祭
、
通

院
等
の
た
め
に
、
お
子
様
を
一
時

的
に
預
け
た
い
と
き
に
保
育
施
設

を
利
用
で
き
る「
育
児
マ
マ
・
パ

パ
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
利
用
券
」を
無

料
で
発
行
し
て
い
ま
す
。

■
対
象
者

　

保
育
園
等（
認
可
外
保
育
施
設

や
児
童
福
祉
施
設
を
含
む
）に
入

所
し
て
い
な
い
、
生
後
３
か
月
～

３
歳
未
満
の
乳
幼
児
を
養
育
し
て

い
る
同
居
の
保
護
者
。

■
注
意
事
項

・
申
請
は
、
お
子
様
１
人
に
つ
き

１
回
限
り
と
な
り
ま
す
。

・
初
め
て
利
用
す
る
場
合
、
前
回

の
利
用
か
ら
期
間
が
空
い
た
場
合

や
別
の
保
育
施
設
を
利
用
す
る
場

合
に
は
、
希
望
す
る
保
育
施
設
で

事
前
に
面
接
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

・
利
用
は
１
回
に
つ
き
最
大
４
時

間
と
な
り
ま
す
。

・
当
日
、
お
子
様
に
下
痢
や
発
疹

等
が
あ
り
、
体
調
が
す
ぐ
れ
な
い

場
合
に
は
、
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

・
利
用
券
の
再
発
行
は
で
き
ま
せ

ん
。

・
利
用
施
設
に
よ
り
、
お
や
つ
や

ミ
ル
ク
等
の
料
金
が
別
途
か
か
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳
細
は
、
各

保
育
施
設
へ
問
い
合
わ
せ
て
く
だ

さ
い
。

・
利
用
券
の
発
行
後
に
保
育
園
等

に
入
所
さ
れ
た
場
合
、
入
所
中
は

利
用
で
き
ま
せ
ん
。

■
申
請
場
所

　

印
鑑
を
持
参
の
う
え
、
こ
ど
も

福
祉
課
窓
口
ま
で
お
越
し
く
だ
さ

い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

こ
ど
も
福
祉
課
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３
月
～
５
月
は
県
内
一

斉
地
方
税
滞
納
整
理
強

化
月
間
で
す

～
県
内
一
斉
に
滞
納
整
理
の
強
化

に
取
り
組
み
ま
す
！
～

『
税
金
は
自
分
に
は
関
係
な
い
？
』

　

税
金
を
滞
納
し
て
い
る
方
の
な

か
に
は「
税
金
な
ん
て
自
分
に
は

関
係
な
い
か
ら
納
め
た
く
な
い
」

と
言
う
方
が
い
ま
す
。

　

市
は
、
市
民
の
皆
様
が
健
康
で

文
化
的
な
生
活
を
送
る
た
め
に
、

個
人
で
は
で
き
な
い
様
々
な
仕
事
、

例
え
ば
、
道
路
の
新
設
や
補
修
、

ご
み
の
収
集
・
処
理
、
教
育
、
社

会
保
障
、
防
犯
・
防
災
な
ど
の
皆

様
の
生
活
に
欠
か
せ
な
い
仕
事
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　

税
金
は
、
こ
れ
ら
の
仕
事
に
必

要
な
費
用（
財
源
）と
し
て
皆
様
に

負
担
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　

も
し
、
こ
れ
ら
の
費
用
が
不
足

す
れ
ば
皆
様
の
生
活
に
悪
影
響
を

及
ぼ
す
こ
と
か
ら「
と
て
も
関
係

が
深
い
も
の
」と
言
え
る
で
し
ょ

う
。

『
納
税
が
困
難
な
と
き
は
ご
相
談

く
だ
さ
い
』

　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
納

期
内
に
納
付
す
る
こ
と
が
困
難
な

場
合
は
、
納
期
限
を
延
長（
猶
予
）

で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ま
ず

は
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

・
納
税
者
の
財
産
が
災
害
や
盗
難

に
あ
っ
た
と
き

・
納
税
者
や
家
族
が
疾
病
、
負
傷

し
た
と
き

・
事
業
を
廃
止
、
休
止
し
た
と
き

・
事
業
に
よ
り
著
し
い
損
失
を
受

け
た
と
き

■
問
い
合
わ
せ
先

　

税
務
課
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Shimotsuke
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くらしの情報

〇育児ママ・パパリフレッシュ利用券が利用できる施設
施設名 所在地 電話番号

あおば保育園 薬師寺1584－6 （48）5530

むつみ愛泉こども園 柴769－25 （32）6733

第二愛泉幼稚園 柴1403－12 （40）1155

わかば保育園 下古山3025－1 （39）6305

第二薬師寺幼稚園 祇園4－6－3 （44）9988

愛泉幼稚園 小金井4－12－8 （44）7783

〇出生年月日別の利用券発行枚数
出生年月日 利用券発行枚数

平成27年４月１日以降の出生 36時間分

平成27年３月31日以前の出生 24時間分

育
児
マ
マ
・
パ
パ
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
利
用
券
の
ご
案
内

〜
在
宅
で
の
育
児
を
支
援
し
ま
す
！
〜

税
金
は
、
み
ん
な
の
生

活
を
支
え
る
費
用
で
す

必
ず
納
め
ま
し
ょ
う
！


